
追
加
提
出

誓
約
書
・
工
業
会
証
明
書

（参考）設備の取得時期について
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 先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが 【必須】です。
 ただし、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなった場合でも、認定
後から固定資産税の賦課期日（１月１日）までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが
可能です。（計画変更により設備を追加する場合も同様です。）

申
請
（
受
理
）

先
端
設
備
等
導
入
計
画

設
備
取
得

税
務
申
告

（
１
月
１
日
）

賦
課
期
日

審査

認
定

先
端
設
備
等
導
入
計
画

の
事
前
確
認
依
頼

・
経
営
革
新
等
支
援
機
関

・
工
業
会
証
明
書
を
依
頼

〇設備取得と計画認定のフロー

の
事
前
確
認
書
取
得

・
経
営
革
新
等
支
援
機
関

・
工
業
会
証
明
書
取
得

賦課期日（１月１日）までに、
工業会証明書を追加提出。

申
請
（
受
理
）

先
端
設
備
等
導
入
計
画

設
備
取
得

税
務
申
告

（
１
月
１
日
）

賦
課
期
日

審査

認
定

先
端
設
備
等
導
入
計
画

の
事
前
確
認
書
取
得

経
営
革
新
等
支
援
機
関

の
事
前
確
認
依
頼

・
経
営
革
新
等
支
援
機
関

・
工
業
会
証
明
書
を
依
頼

工
業
会
証
明
書
取
得

【例外】工業会証明書が申請までに間に合わない場合

【注】工業会証明書につきましては、中小企業等経営強化法の手続きで使用する証明書と共通のものです。生産性向上特

別措置法の施行後に新しい様式で発行されていますのでご留意ください。


